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子育て世帯新築住宅取得補助金子育て世帯新築住宅取得補助金

補助金補助金をご活用ください！ご活用ください！

　次世代を担う子育て世帯に対

して新築住宅の取得を支援する

ことにより、本市への移住およ

び定住の促進を図るため、子育

て世帯新築住宅取得支援事業補

助金を交付します。

　また、住宅支援金融機構と提携しており、

『フラット35』子育て支援型を利用する場合、

借入金利が引き下げられます。

■対象者　※次の全てを満たす方

　①令和２年４月１日以後において、香美市に

　　新築住宅を取得する方

　②申請時において取得者またはその配偶者の

　　いずれかが４０歳以下かつ中学校卒業まで

　　の子どもを養育している方

　③１０年以上継続して居住する意思のある方

　④その地域の自治会へ加入する方

　⑤市税等を滞納していない方

　⑥暴力団員等ではない方

■対象となる住宅　※次の全てを満たす方

　①新築住宅（建売住宅を含む）であること

　②居住を目的とした住宅であること

　③住宅取得費用が５００万円以上であること

■補助額

　２０万円（香美市内に事業所を有する施工業

者と工事請負契約書を締結する場合は４０万

円）

■フラット３５　子育て支援型を利用する場合

　金利引き下げ期間：当初５年間

　金利引き下げ幅：借入金利から年△０．２５％

■申込期間

　４月８日（水）～１２月２８日（月）

※土・日・祝日・昼休み（１２時～１３時）を除く

　申込期間内に予算枠に達した時点で終了しま

　す。

■申込方法

　本庁３F企画財政課・各支所へ申請書を提出

してください。申込書類は香美市公式ホームペ

ージからダウンロードできます。

■問い合わせ・申請先　

　企画財政課 企画調整班　

　☎５３－３１１４

子育て世帯新築住宅取得補助金

補助金をご活用ください！

　次世代を担う子育て世帯の経済的負担の軽

減および世代間の子育て支援の促進を図るた

め、住宅リフォーム等支援事業補助金を交付

します。

■対象者　※次の全てを満たす方

　①香美市に住民登録し、対象となる住宅に

　　居住している方

　②中学校卒業までの子どもと同一の住宅に

　　居住している方

　③市税等を滞納していない方

　④暴力団員等ではない方

■対象住宅　

　①補助対象者が居住し、市内に所有する住

　　宅または２親等以内の親族の所有する住

　　宅（賃貸借住宅を除く。）

■対象工事　※次の全てを満たす住宅リフォーム

　①市内に本社または本店を有する施工業者、

　　または市内に住所を有する個人の施工業

　　者による工事

　②令和３年２月２８日までに完了する

　　１０万円（消費税を除く）以上の開始・終

　　了していない工事

※市の他の補助制度の対象となる工事や造園・新　

　　築・解体工事等は対象外

■補助率 ※決定後の補助金増額不可

２０％（補助上限額２０万円、多子世帯同居

または三世代同居に該当している場合は上限

額を40万円）

※決定後に工事費の変更が生じても、補助金の増額は

　できません。

■申込期間

　４月１５日（水）～令和３年１月２９日（金）

※土・日・祝日・昼休み（１２時～１３時）を除く

　申込期間内に予算枠に達した時点で終了し

　ます。

■申込方法

　本庁３F企画財政課・各支所へ申請書を提出

してください。申込書類は香美

市公式ホームページからダウン

ロードできます。

■問い合わせ・申請先　

　企画財政課 企画調整班　

　☎５３－３１１４

子育て世帯リフォーム補助金子育て世帯リフォーム補助金子育て世帯リフォーム補助金

縦 覧 期 間

縦 覧 場 所

縦 覧 範 囲

縦 覧 対 象 者

必 要 な 物

６月１日（月）まで（土・日・祝日は除く)　

８時３０分～１７時１５分※12時～13時を除く

税務収納課（本庁）・香北支所市民生活班・物部支所市民生活班

課税説明は、税務収納課（本庁）でのみ行います。

土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿で、近隣の土地や家屋の評価額

・土地価格等縦覧帳簿＝市内に所在する土地の固定資産税の納税者（代理人含む）

・家屋価格等縦覧帳簿＝市内に所在する家屋の固定資産税の納税者（代理人含む）

運転免許証など本人と確認できるもの、または、令和２年度の納税通知書（５月に

発送します）をご用意ください。

代理人は上記に加えて、必ず委任状が必要です。

■問い合わせ先 税務収納課固定資産税班　☎５３－３１１６
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の
区
域
に
つ
い
て
、
地
籍

調
査
事
業
の
成
果
で
あ
る
地
籍

図
・
地
籍
簿
の
登
記
が
完
了
し

ま
し
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で
、
お
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ら
せ
し
ま

す
。

【
完
了
区
域
】
香
美
市
香
北
町

川
ノ
内
の
一
部
（
平
成
20
年
度

香
美
森
林
組
合
調
査
地
区
）

【
完
了
日
】
２
月
３
日

【
問
い
合
わ
せ
先
】

建
設
課
地
籍
調
査
班

☎
53

・

３
１
１
８

声
の
広
報
発
行
事
業

　

視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
に
対

し
て
、
市
の
広
報
を
特
定
非
営

利
活
動
法
人
『
た
び
び
と
』
が

音
声
訳
し
た
も
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を
お
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け
し

ま
す
。

【
対
象
】
市
内
に
居
住
す
る
文

字
に
よ
る
情
報
の
入
手
が
困
難

な
視
覚
障
害
者

【
利
用
料
】
無
料

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
班

☎
53

・

３
１
１
７

※

申
請
書
は
、
香
美
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
声
の
広
報
発
行
事
業
の
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

手
話
通
訳
者
等
派
遣
事
業

　

聴
覚
等
に
障
害
の
あ
る
方
が

市
役
所
へ
の
申
請
や
病
院
で
の

診
察
を
受
け
る
際
に
、
意
思
疎

通
を
仲
介
す
る
手
話
通
訳
者
ま

た
は
要
約
筆
記
者
を
派
遣
し
ま

す
。

【
対
象
】
市
内
に
居
住
す
る
聴

覚
、
言
語
障
害
、
音
声
機
能
そ

の
他
の
障
害
の
た
め
、
意
思
疎

通
を
図
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る

障
害
者
お
よ
び
そ
の
家
族
等

【
利
用
料
】
無
料

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
班

☎
53

・

３
１
１
７

※

申
請
書
は
、
香
美
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
意
思
疎
通
支
援
事
業
の
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
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国
で
は
、
令
和
２
年
度
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し

た
消
費
活
性
化
策
（
マ
イ
ナ
ポ

イ
ン
ト
）
の
実
施
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
利
用
す

る
た
め
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
取
得
し
た
う
え
で
、

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約
が
必

要
で
す
。
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の

予
約
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
一
部
の

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
誰
で
も

予
約
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
お
持
ち
で
な

い
方
や
ご
自
身
で
予
約
で
き
な

い
方
の
た
め
に
、
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
の
予
約
支
援
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
開
設
期
間
】

令
和
２
年
４
月
１
日
（
水
）
～

※

土
・
日
・
祝
日
お
よ
び
12
月
29
日

か
ら
１
月
３
日
を
除
く

【
開
設
時
間
】
８
時
30
分
～
17
時

※

12
時
〜
13
時
を
除
く

【
場
所
】

市
役
所
本
庁
舎
３
階
総
務
課

香
北
支
所
市
民
生
活
班

物
部
支
所
市
民
生
活
班

【
必
要
な
も
の
】

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※

利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の
暗

証
番
号
（
数
字
４
桁
）
が
必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

総
務
課

☎
53

・

３
１
１
２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０
・
95
・
０
１
７
８

※

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
は
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


